








　親事業者が指定した出演者の不祥事
による放送中止を理由に、完成している
番組ＶＴＲテープの受領を拒否する。

　下請事業者に責任がないのに、発注した
コンテンツの受領を拒否することです。

　コンテンツの受領日から60日以内で定
められた支払期日までに下請け代金を支払
わないことです。

　納入されたプログラムの検査に３ヶ
月を要したため、支払いが受領日から
60日を経過する。

　下請事業者に責任がないのに、発注時に
決定した下請代金
を発注後に減額す
ることです。

　昨年と同様の予算が確保できなかっ
たため、それを理由に当初定めた下請
代金から減額する。

　下請事業者に責任がないのに、発注した
コンテンツを受領後に返品することです。

　同種・類似のコンテンツの一般的な対価
に比べ、著しく低い
金額を親事業者が
一方的に定めること
です。

　正当な理由がないのに、親事業者が指
定する物品、役務な
どを強制して購入、
利用させることです。

　下請事業者と著作権の対価にかかる十
分な協議を行わず、通常の対価を大幅に
下回る代金の額を一方的に定める。

　親事業者が、自社の関連会社が企画
した有料イベントの入場チケットを下請
事業者に割り振り、購入させる。

　親事業者が自己のために、下請事業者に
金銭や役務、その他の経済
上の利益を不当に提供させ
ることです。

　親事業者が、コンテンツの作成の目的
たる使用の範囲を超えて、二次使用権な
どを無償で譲渡・許諾させる。

　担当者の異動に伴い制作方針が変わり、
費用を負担せずにデザインを変更させる。

　下請事業者に責任がないのに、親事業者
が費用を負担せずに、発注の
取消しや内容変更、受領後の
やり直しをさせることです。



書面調査、立入検査を行っています。

改善勧告・公表を行っています。

最高50万円の罰金が科せられます。

違反行為を
厳しく取り締まっています。

主な指導事例（コンテンツ業界）主な指導事例（コンテンツ業界）

違反行為を
厳しく取り締まっています。

不当な給付内容の変更・やり直し

下請代金の支払遅延

下請代金の減額

物の購入強制・役務の利用強制



優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる行為優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる行為

☆下請法の規制対象とならない場合であっても、取引上優越した地位にある
事業者がコンテンツの作成を依頼するに当たり、優越的地位の濫用行為が
あれば独占禁止法が適用されますので、注意する必要があります。

　「取引上優越した地位にある場合」とは、受託者にとって委託者との取引の継続が困難になることが事業
経営上大きな支障をきたすため、委託者が受託者にとって著しく不利益な要請を行っても、受託者がこれ
を受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、委託者に対する取引依存度、委託者
の市場における地位、取引先変更の可能性、取引対象商品の需給関係等を総合的に考慮します。

ア 情報成果物の権利の譲渡

イ 情報成果物の二次利用の制限等

ウ 受託者が情報成果物を作成する過程で発生した取引対象外の
　 成果物等の権利の譲渡及び二次利用の制限等



公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課

北海道事務所　下請課

東北事務所　下請課

中部事務所　下請課

近畿中国四国事務所　下請課

近畿中国四国事務所　中国支所　下請課

近畿中国四国事務所　四国支所　下請課

九州事務所　下請課

内閣府沖縄総合事務局　総務部　公正取引室
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